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　上下水道事業のサービスの向上と効率的な事業
運営を図るために、平成25年７月１日に「城里町
上下水道お客様センター」を民間委託により開設
します。

城里町上下水道お客様センター
を開設します

　城里町では、結婚50年（金婚）を迎えたご夫婦
を祝福する「金婚式」を敬老会とあわせて９月に
実施する予定です。今年度、金婚を迎える方は次
の方法でお申し込みください。
対 　　象　昭和39年３月31日以前に婚姻届を提出
されたご夫妻
必要書類　戸籍抄本
申 込 先　健康福祉課、桂支所、七会支所
申込締切　７月12日（金）
問 合 せ　健康福祉課　☎029－240－6550

金婚を迎える方へ

　水戸調停協会では、調停制度の普及活動の一環
として、調停に関する無料相談会を開催します。
日　　時　７月20日（土）午前10時～午後４時　
　　　　（受付：午後３時まで）
場　　所　水戸福祉ボランティア会館
　　　　（水戸市赤塚１丁目１番地　ミオス２階）
相談内容　民事・家事に関する相談全般

土地・建物及び金銭貸借等の紛争、多重債務、
離婚、親族間の紛争、子の養育・扶養など、
相続・遺産分割に関する紛争など

相 談担当者　民事・家事調停委員（弁護士、不動
産鑑定士、税理士、建築士、司法書士等を含む）

※関係書類をご持参ください。
※事前受付は行いません。
問 合 せ　水戸地方・家庭裁判所内　水戸調停協会
　　　　☎029－224－8270

困りごと何でも無料相談会
（調停相談会）

城里町上下水道お客様センター
所 在 地　城里町大字石塚1428番地１
　　　　　（コミュニティセンター城里３階）
連 絡 先　固定電話から（フリーダイヤル）
　　　　　☎0120－463－108
　　　　　固定電話以外（携帯電話等）から
　　　　　☎029－255－7501
　　　　　FAX029－240－6551
受付時間　午前８時30分～午後５時15分　
※ 日曜日、祝日、年末年始（12月29日～１月
３日）を除く

委 託 先　常陽メンテナンス株式会社
　　　　　（水戸市けやき台３－35－１）
委託期間　平成25年７月１日から
　　　　　平成28年６月30日まで
主な業務
　① 上下水道使用（開始、中止、名義変更）に関
する届出の受付業務

　②上下水道料金の徴収業務
　③水道メータ検針業務
※ 　受託従事者は、制服及び受託者証（身分証明
書）を着用しています。不審に思った場合は、
受託者証の提示を求めるか、城里町上下水道お
客様センターへお問い合わせください。

問 合 せ　水道課　☎029－288－3114
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城里町役場   〒311‒4391 東茨城郡城里町石塚 1428‒25
　　　　　　☎029‒288‒3111㈹　FAX029‒288‒3113
桂　支　所　☎029‒289‒2211
七 会 支 所　☎0296‒88‒3111
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月号６ 那珂川アユ釣り解禁/１６ 那珂川河川敷
　天然アユが遡上する清流として全国的に
も有名な那珂川。アユ釣りを楽しむ太公望
の姿は那珂川の夏の風物詩となっています。
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家屋の手続きを忘れずに！

受験資格　①、②に該当、またはこれに準ずる方。
　① 平成25年４月１日において高等学校卒業後２
年以内の方

　②平成26年３月までに高等学校を卒業見込みの方
第一次試験　９月15日（日）
　試験内容：基礎能力試験（多肢選択式）、作文
第二次試験　10月中～下旬
　試験内容：人物試験（個別面接）
受付期間　７月16日（火）～ 25日（木）
※ 郵送の場合は当日消印有効。申込書は、必ず簡
易書留郵便で提出してください。

※ 詳細については、裁判所ホームページ（http://
www.courts.go.jp/）をご覧ください。

申込先・問合せ　
　水戸地方裁判所事務局　総務課人事第１係
　（〒310－0062水戸市大町１－１－38）　
　☎029－224－8421

平成25年度裁判所職員
（高卒者）採用試験を実施します

■家屋の表題登記（建物の所在登録）について
　不動産登記法では、家屋を建築（新築・増改築）
した場合は、建物の概要を法務局へ表題登記する
よう定められています。
■町への届出を忘れずに！
　所有者を把握するため、住宅や物置などの家屋
を新築・増改築したときには、必ず税務課へご連
絡ください。
　また、家屋の全部または一部を取り壊したとき
は、その年の年末までに家屋滅失届を税務課に提
出してください。税務課では、家屋滅失届に基づ
き現地確認を行い、その建物を翌年度の固定資産
税課税対象から除きます。
※ 家屋滅失届の様式は、町ホームページ（http://
www.town.shirosato.lg.jp/）→くらし→町税→
固定資産税からダウンロードできます。
問 合 せ　税務課　固定資産税係　
　　　　　☎029－288－3111（内線121、122）

平成25年度狩猟免許試験及び
予備講習会

■ 狩猟免許試験（網猟・わな猟、第一種銃猟、第
二種銃猟）

日　　時　①７月23日（火）　②８月25日（日）
　　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　　（受付：午前９時から）　
※終了時刻は受験者数により異なります。
場　　所　茨城県狩猟者研修センター
　　　　　（笠間市石寺680）
試 験内容　【一次】▼知識試験／法令、猟具、鳥獣、
鳥獣の保護管理に関する知識【二次】▼適性試
験／視力、聴力、運動能力▼技能試験／猟具の
取扱い、鳥獣の判断
受 験資格　茨城県内に住所を有する20歳以上の者
で、新たに狩猟免許を受けようとする者。
申 込方法　県民センター総室で配付する申請書に
必要事項を記入し、必要書類等を添えて下記の
申込先へ提出してください。

申込期間　各試験日の30日前から10日前まで
申 込先・問合せ　県民センター総室　県央環境保
全室　（〒310－0852　水戸市笠原町978－６）

　☎029－301－3047

■狩猟免許試験予備講習会
　茨城県猟友会主催による狩猟免許試験の予備講
習会（希望者のみ）が行われます。講習会の日程
や申込方法等、詳細については、㈳茨城県猟友会
へお問い合わせください。
申込先・問合せ　㈳茨城県猟友会（〒309－1607
　笠間市石寺680）☎0296－72－7730
問 合 せ　産業振興課　農林畜産グループ
　　　　　☎029－288－3111（内線382）

　トラクターやテーラー等、乗用できる農耕車は、
公道を走行しなくても課税対象となるため、ナン
バー登録が必要です。
　乗用できる農耕車に
ナンバーがついていな
い場合には、①車名、
車台番号、排気量のわ
かるもの　②印鑑をお
持ちのうえ、税務課、桂支所、七会支所のいずれ
かで手続きをしてください。
問 合 せ　税務課　☎029－288－3111（内線124）

農耕車（トラクター等）の
ナンバー登録をしましょう
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問合せ企画財政課（詳しくは城里町ホームページ内「入札・契約情報」をご覧ください）
工事名 場　所 落札者 予定価格（税抜） 落札金額（税抜）

25　町有地災害復旧工事測量・設計業務 石塚地内 城北測量設計㈱ 1,350,000 円 1,250,000 円
25　城里町第二庁舎解体工事 石塚地内 ㈱常陸建設工業 19,000,000 円 18,800,000 円
25　城里町立桂中学校屋内運動場改築
工事基本設計業務 阿波山地内 ㈱横須賀満夫建築

設 計 事 務 所 8,600,000 円 8,150,000 円

25　コミュニティセンター城里樹木維
持管理業務

コミュニティセ
ンター城里及び
常北保健福祉
センター敷地内

㈱ 千 本 杉 1,500,000 円 1,430,000 円

25　コミュニティセンター城里空調設
備保守管理業務

コミュニティ
センター城里 暁 飯 島 工 業 ㈱ 1,300,000 円 1,180,000 円

24　橋維委託第 3 号　大桂大橋耐震補
強詳細設計業務 阿波山地内 ㈱長大東関東支店 10,000,000 円 9,400,000 円

25　道維第 6 号　町道 8－ 0246 号線外
道路舗装工事 粟地内外 関 口 工 業 ㈱ 3,600,000 円 3,520,000 円

25　道維第 7 号　町道 8－ 1067 号線道
路舗装工事 錫高野地内 ㈱ 大 成 土 木 2,300,000 円 2,240,000 円

25　都計委託第 1 号　城里町用途地域
変更業務

城里町都市
計画区域

三 和 航 測 ㈱
北 関 東 支 社 4,100,000 円 3,600,000 円

25　道維第５号　町道８－ 0112 号線道
路舗装工事 上圷地内 ㈱ 桐 原 工 務 店 4,800,000 円 4,750,000 円

25　桂公民館耐震診断業務 阿波山地内 ㈱柴建築設計事務所 5,200,000 円 4,900,000 円
25　道改委託第１号　町道 34 号線用地
測量・補償調査業務 徳蔵地内 ㈱ か つ ら 設 計 640,000 円 590,000 円

消費生活だより⑲

～新事業のもうけ話、『買え買え詐欺』に注意を！～

　最近、シェールガスやメタンハイドレートなどの新たなエネルギー事業のもうけ話を持ち掛ける「買
え買え詐欺」の相談が寄せられています。そこで、今回は「買え買え詐欺」についてご紹介します。
＜　事　　例　＞
　母宛にＡ社から、シェールガスの採掘業者の施設運用権に関する案内書が届いた。その後別のＢ社
から電話があり、「運用権を買いたいが、案内書が届いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後
日謝礼をする。」と言われ、母は「謝礼がもらえるなら」と了承した。しかし、後になってＢ社から
「当社が半額負担するので500万円を宅急便でＡ社に送ってほしい」と言われ送金した。その後も数回、
名義変更手数料等の名目で請求され支払っていた。返金して欲しい。（60歳代、女性）
＜ひとこと助言＞
○ 相手方は「高値で買い取る。」「謝礼をする。」などと言ってきますが、消費者が利益を得た事例は
１件もありません。
〇買え買え詐欺業者はニュース等で取り上げられた事業を悪用します。注意してください。
○ 案内書等が送られてきた後に、別の業者から「名義を貸してほしい」などと電話があっても、「興
味がありません。」「お断りします。」ときっぱり断りましょう。

◇◆◇心配なことがありましたら、ひとりで悩まずご相談ください。◇◆◇
城里町消費生活センター（コミュニティセンター城里　２階　産業振興課内）
☎029－288－3111（内線385）相談日：月・水・金曜日　午前９時～午後４時

入札結果（５月分）
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　食生活改善推進員協議会は、「私たちの健康は
私たちの手で」をスローガンに、健康な食生活習
慣を地域に広めるボランティア組織です。
　今年度、新たに推進員となっていただける方を
対象に養成講座を開催します。男性会員も大歓迎
です。食生活や栄養に興味のある方、料理講習や
知識の普及を通して地域の皆さんの健康づくりに
一役買ってみませんか。
対 象 者　町内に在住し、全日程を受講すること
が可能で、講座終了後は城里町食生活改善推進
員としてボランティア活動に参加できる方
日　　程　８月26日（月）、９月27日（金）、
　　　　　10月18日（金）、11月12日（火）、
　　　　　12月６日（金）
時　　間　午前9時30分～午後3時
場　　所　常北保健福祉センター
受 講 料　1,200円（調理実習材料代）
募集人員　30人（定員になり次第締め切り）
申込方法　電話にてお申し込みください。
申込期限　８月16日（金）
申込先・問合せ　健康福祉課　☎029－240－6550

食生活改善推進員養成講座
受講者募集

オープンキャンパス（学校見学会）のご案内

茨城県立産業技術短期大学 水戸産業技術専門学院

日　　時 ７月 20 日（土）、８月２日（金）
午前９時 30 分～正午

７月６日（土）、７月24日（水）、８月21日（水）
午前９時 30 分～ 11 時 30 分　

内　　容 学校ガイダンス及び施設見学、体験授業（Ｃ
Ｇ体験・プログラミング等）

学校ガイダンス及び施設見学、体験授業（自
動車整備科、建築システム科）

申込方法 開催日の３日前までにお申し込みください。
申込方法等、詳細については各学校のホームページをご覧ください。

申込先・
問合せ

茨城県立産業技術短期大学校
（水戸市下大野町 6342）
☎ 029 － 269 － 5500
 HP http://www.ibaraki-it.ac.jp

茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業
技術専門学院（水戸市下大野町 6342）
☎ 029 － 269 － 2160
 HP http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/

社協善意銀行まごころまごころ
【お詫びと訂正】 
　先月号に掲載した寄付者の氏名に誤りがあ
りました。お詫びして訂正いたします。 
（正）飯山　常　様　（誤）飯村　常　様



































































平成25年度分
国民年金保険料免除等の申請について

　経済的な理由等により、期限内に国民年金保
険料を納付することが困難な場合には、「保険料
免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」
の申請が必要です。
　もしも、保険料が納め忘れの状態で、保険料
の免除や猶予を受けず、障害や死亡といった不
慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基
礎年金が受けられない場合がありますのでご注
意ください。
受付開始　７月１日（月）
対象期間　平成25年７月分～平成26年６月分
　※原則として、毎年度申請が必要です。
　※ ７月中であれば、平成24年度の免除申請（平
成24年７月分から平成25年６月分まで）に
ついても申請することができます。

申請場所　　保険課（常北保健福祉センター内）
持 参するもの　①年金手帳　②印鑑　③離職票
や雇用保険受給資格者証（退職特例で申請す
る場合）④前住所地で発行する平成25年度所
得課税証明書（平成25年１月２日以降に転入し
た場合）
注 意事項　免除申請には、所得情報が必要です。
必ず所得申告をしておいてください。
問 合 せ　保険課　☎029－288－3111（内線372）
　　　　　水戸南年金事務所（国民年金業務課）
　　　　　☎029－227－3251

国民年金だより57 


































































